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Ｈ30取組内容

本協議会における防災教育への支援

これまでの取組

○ 本協議会設置以降、管内の小学校等の要請に応じて、個別に出前講座等により水防災に係る教育を支援

洪水時の様
子は動画を
用いて説明

HM等を用いて学
校周辺の危険度等
を確認

河川の歴史を
題材とした副読本

浸水想定区域図
（想定最大規模）

教職員向けに
防災教育支援
として各種資
料を提供

H28.12.6 桜谷小学校 出前講座

○ H29.11.7付通知「防災・河川環境教育の充実に係る取組の強化について（国水防第173号、国水環第57号） 」
の主旨に基づき、協議会構成員および教育委員会等と連携・協力して支援校を決定、防災教育の充実に向け
た支援について検討。

○ 平成３０年度の具体的な取組内容については、支援実施校と調整中。

平成３０年度支援校決定市町村（H30.5時点）
【富山市】

【高岡市】

【射水市】

【砺波市】

【小矢部市】

【立山町】
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河川監視カメラ画像の一般公開について
洪水時における住民の自主避難や市町村長の避難勧告等の判断を支援するため、

これまで提供してきました雨量や河川の水位等の情報に加えて、このたび、河川監視

カメラの画像を下記のとおりインターネットを通じて一般公開することとしました。 

○公開開始日 
    平成 30 年 6月 1 日（金） 

○情報の概要と公開の方法 

・県が管理する水位周知河川※ （41 河川）の水位観測地点に河川監視カメラを設置 

・このうち、設置を完了した 38 基（34 河川）の画像情報（静止画：10 分更新）と水位情報を 
ホームページで提供します。 
（なお、現在設置中の残る 9基（7河川）についても、今年の出水期（6～10 月）中に順次公開する予定です。） 

※水位周知河川（水防法第 13 条） 

・知事が「洪水により相当な損害を生ずる恐れがある河川」として指定 

・氾濫危険水位（市町村長の避難勧告等の発令判断の目安となる水位）を定め、この水位に達した時は、 

直ちに水防管理者等に通知するとともに、報道機関の協力を求め、一般に周知しなればならない河川 

○カメラ画像の一般公開アドレス 
富山県河川・海岸カメラ：http://kawa.pref.toyama.jp/camera/ 

富山県河川課のホームページからもアクセスすることができます。 

富山県河川課ホームページ：http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/index.html 

河川監視カメラＴＯＰページ 

河川監視カメラ画像ページ 
カメラアイコンをクリックすると、 

このページへ移動します。 

平成 30年 6 月 5日 
富 山 県 
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